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論 説 

消費税受還付罪に関する一考察 

 

国税庁総務課国税企画官 

脇 本 利 紀 

 

◆SUMMARY◆ 

 消費税の不正受還付については、消費税法上の受還付罪と刑法上の詐欺罪の構成要件が類

似していることから、いずれの罰則を適用するのか事実に基づき慎重に検討する必要がある

としている。本稿は、還付金受領の前提として提出された確定申告書の効力を切り口として、

受還付罪と詐欺罪のいずれが適用されるのかについて論じたものである。 

（税大ジャーナル編集部） 
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はじめに（本稿の目的） 

 消費税法上、不正な還付を受けた場合には、

国税通則法で規定されている重加算税等行政

罰が課されるほか、「偽りその他不正の行為」

による還付を受けた者に対しては、刑事罰に

よる制裁規定（以下、「消費税受還付罪」とい

う。）が科されることとなる（消費税法第64

条第１項第２号、以下、消費税法については

「同法」という。）。 

 一方、消費税の不正受還付は、国家からの

還付金の詐取という側面も有し、刑法第246

条で規定されている詐欺に該当する場合も考

えられる。 

 財物の詐取という観点から見ると消費税受

還付罪と詐欺罪とは構成要件に類似が見られ、

その適用関係については、従来より前提とな

る確定申告書が正当なものであれば消費税受

還付罪が成立し、正当でないもの、つまり納

税義務を有しない者の行った不正還付請求で

あれば詐欺罪が成立すると整理されている。 

 本稿での考察は、「実質経営者が合名会社５

社を設立し、実際には消費税課税事業者とし

ての事業を行っていないにもかかわらず架空

の仕入れを計上し、消費税及び地方消費税の

確定申告手続きを行い、消費税等の控除不足

額の還付名の下で還付金を詐取した事件」を

契機としたものである。本件は、詐欺罪で起

訴され、平成16年４月30日、青森地裁におい

て懲役３年（執行猶予３年）とする判決が下

されている1。 

 この事例では、実体のない法人を設立した

こと、したがって当該申告書は無効であるこ

と等が消費税受還付罪と詐欺罪を分けるポイ

ントとなったものと考えられるが、申告書が

無効か有効かは、公務員として捜査当局に告

発するにとどまるのか（詐欺罪の場合）、それ

とも質問検査権を行使し行政罰を課し、ある

いは国税犯則取締法に基づく調査を経て告発

するのか（消費税受還付罪の場合）の分岐点

となるものであり、その事実関係については

慎重に検討していく必要がある。 

 そこで、本稿では、還付金受領の前提とし
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て提出された確定申告書の効力を切り口とし

て消費税受還付罪と詐欺罪との適用関係につ

いて考察するものである。 

１．制度の概要 

 まず、本稿での考察に際して前提となる制

度や概念について整理することとする。 

⑴ 消費税の還付制度 

 わが国の消費税は、事業者が販売する商品

やサービス価格に含まれ、取引の都度、転嫁

され、最終的には当該商品を消費し、あるい

はサービスの提供を受ける消費者が負担する

ものである。生産、流通の各段階で二重、三

重に消費税が課税されることのないよう、課

税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係

る消費税額を控除し、流通段階等において税

が累積しない仕組みが取られている。 

 一般に、確定申告書等の提出があった場合

で、その申告書に税額控除等の規定により控

除されるべき消費税額で、課税標準額に対す

る消費税額から控除しきれなかった消費税額

等があるときは、その額に相当する消費税額

を還付することとなっている（同法第52条第

１項）。つまり納付すべき消費税の計算の基礎

となる期間（「課税期間」）で課税仕入れに係

る消費税額が課税売上げに係るそれを上回る

場合には還付申告が行われるが、例えば、輸

出業者等の場合には、「本邦からの輸出として

行われる資産の譲渡又は貸付け（いわゆる輸

出取引）」等は免税とされる（同法第７条第１

項）ことから恒常的に還付申告が行われるこ

ととなる。 

 このようにわが国の消費税法は、「附加価値

税の性質をもつ多段階一般消費税」であり、

その特徴は、①原則としてすべての物品とサ

ービスの消費に課税されるものであること、

②税額の算定方式として仕入税額控除方式が

採用されていること（税の累積課税を避ける

ための消費税固有の制度であること）、にある。

しかも仕入税額控除にあたっては税額を別記

した書類（インボイス等）を交付する必要は

なく、帳簿上の記録に基づいて控除するとい

う簡素な方法を採用している。 

 納税者である事業者にとって消費税は最終

負担者である消費者からの預かり金的な性格

をもち、また、還付申告も大量かつ反復的に

発生し得ることから、還付に係る適正な執行

を担保していくことは消費税制度の根幹に関

わる事項であるとも言える。 

 

⑵ 消費税法で規定される消費税受還付罪 

 納税者の自主的な申告、納税が図られない

場合に備え、消費税法においても所得税法、

法人税法などと同様、税務職員に対して質問

検査を行う権限を付与し（同法第62条）、必要

に応じて、更正、決定処分を行うことができ、

更に国税通則法の行政罰のほかに消費税の脱

税行為に対して懲役刑、罰金刑という罰則規

定を設けている。 

 同法第64条第１項第１号において「偽りそ

の他不正の行為により、消費税を免れ、又は

保税地域から引き取られる課税貨物に対する

消費税を免れようとした者」に対して、同項

第２号において「偽りその他不正の行為によ

り第52条（仕入れに係る消費税額の控除不足

額の還付）第１項又は第53条（中間納付額の

控除不足額の還付）第１項若しくは第２項の

規定による還付を受けた者」に対して、「５年

以下の懲役若しくは５百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する」とし、第１号で消

費税ほ脱罪について、第２号で消費税受還付

罪について、それぞれ規定している。 

 

⑶ 消費税受還付罪の特質 

 消費税における還付としては、「仕入れに係

る消費税額の控除不足額の還付」（同法第52

条）、「中間納付額の控除不足額の還付」（同法

第53条）、「確定申告等に係る更正による仕入

れに係る消費税額の控除不足額の還付」（同法

第54条）、「確定申告等に係る更正又は決定に
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よる中間納付額の控除不足額の還付」（同法第

55条）がある。 

 このうち「仕入れに係る消費税額の控除不

足額の還付」は、中間納付額や源泉徴収され

た所得税額の還付といった既に国庫に納付さ

れたものの還付と同様の、つまり既に納付さ

れた消費税を確定申告により清算するという

制度ではない。課税売上げの有無のいかんに

かかわらず課税仕入れ等があれば正当に還付

を受けることができるものである。 

 この控除不足額の還付制度は、生産、流通

の各段階で二重、三重に消費税が課税される

ことのないよう適用される消費税固有の性格

のものであることを鑑みると、消費税受還付

罪は消費税の累積を避けるための還付制度の

適正な運用を担保するための罰則であると言

えよう。しかも帳簿上の記録に基づき仕入税

額控除計算を行うという簡素な手続きを採用

していることから、不正受還付の誘惑性も否

定できず、罰則等により還付制度の適正な運

用を確保する法益も極めて大きいものがある

と言える。 

 

⑷ 刑法で規定される詐欺罪 

 刑法第246条では、第１項で「人を欺いて財

物を交付させた者は、10年以下の懲役に処す

る。」と規定し、第２項で「前項の方法により、

財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得

させた者も、同項と同様とする。」としている。 

 刑法に規定されている詐欺罪が、国に対す

る場合に成立するか否かについては、詐欺罪

の成立を認める説と詐欺罪は「個人法益に向

けられている」ものであり国に対する詐欺罪

は成立しないとする説との対立が見られる。 

 これについて最高裁は、国有地払下げに当

たり自己の営農に役立てる意思がないにもか

かわらず国有地を騙取した事件について、「本

件行為が、農業政策という国家的法益の侵害

に向けられた側面を有するとしても（農地法

にはかかる行為を処罰する規定はない。）、そ

の故をもって当然に、刑法詐欺罪の成立が排

除されるものではなく、欺罔行為によって国

家的法益を侵害する場合でも、それが同時に

詐欺罪の保護法益である財産権を侵害するも

のである以上、当該行政刑罰法規が特別法と

して詐欺罪の適用を排除する趣旨のものと認

められない限り、詐欺罪の成立を認める」と

判示しており2、積極説を採用している。 

 しからば、欺罔的な手段を用いて脱税を行

った場合、詐欺罪の成立の余地はあるのか。 

 相続税に関して架空の事実に基づき減額更

正請求を行った事例について東京地裁は、「租

税債権の成立から徴収に至るまでの各段階に

おいて予想されるもろもろの違反行為につい

ても、これら税法において違反行為の態様ご

とに犯罪類型を定型化して立法されているも

のと考えられる。したがって、具体的な違反

行為が税法の予定する犯罪類型に該当するか

ぎり、税法の適用を優先すべきものであって、

軽々に一般法たる刑法の適用を論ずべきもの

でないことは多言を要しない」とし、また、

「申告等により納税額が確定した後、税の納

付を免れる目的で内容虚偽の更正請求を行う

などの不正行為を行い、正しい履行をしなか

った時にも、租税債権が侵害されたと認めら

れるのであって、租税法の体系上ほ脱犯とし

て処罰することが予定されている」旨判示し、

詐欺罪の適用を排除している3。 

 各税法では詐欺罪を排除する旨の明文の規

定はないが、刑法の詐欺罪と税法の脱税の罪

とは、いわば一般法と特別法の関係にあたり、

構成要件に重複があるとしても政策的に詐欺

罪の適用を排除し、税法の規定に沿った罰則

が優先的に科せられると考えられている4。 

 

⑸ 消費税受還付罪と詐欺罪 

 次に受還付の観点から詐欺罪との関係を整

理する。 

 所得税や法人税について、課税を見直すべ

き事情がないにもかかわらず不正受還付が行
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われた場合には、実質的には税を免れる行為

と評価できるものであり、租税債権が侵害さ

れた範囲内、つまり既納付額の範囲内ではほ

脱犯が成立し、既納付額を超えるものや全く

既納付額のない場合には詐欺罪が適用になる

ものと解されている5。 

 消費税の不正受還付の場合はどうか。これ

まで述べたように消費税法上、国に対する既

納付額（中間納付額）を超えて還付を受ける

ことや既納付額が全くない場合でも還付を受

けることが予定されている。同法第64条第１

項第２号では、「偽りその他不正の行為により

第52条第１項又は第53条第１項若しくは第２

項の規定による還付を受けた者」と規定され、

既納付額の範囲内であるか否かを問わず不正

に還付を受けた税額全てに消費税受還付罪が

成立することとなる。これは消費税の還付制

度が多段階課税による累積課税を回避するた

めの消費税固有の制度であり、制度の運用全

体を保護法益とすることから、その成立範囲

も本来の納付すべき消費税額に限定する必要

はないだろう。 

 ところで詐欺罪と消費税受還付罪とは、「人

を欺く」と「不正な行為」、「財物を交付され

る」と「還付金を受ける」という文脈で見る

と、構成要件が類似しているが、消費税法で

消費税受還付罪を規定する趣旨等は、まずは、

以下のとおり整理することができよう。 

① 消費税法では既納付額が全くなくても還

付を受けることが予定されていること。 

② 消費税受還付罪の規定は、消費税固有の

還付制度の適正な運用を保護法益とするもの

であること。 

③ したがって、正当な税額を超えた部分に

限定するものではなく、不正に還付を受けた

全額について消費税受還付罪が成立すること

（仮に正当な税額を超えて不正に還付を受け

た場合にあっても詐欺罪が成立することはな

い）。 

④ なお、消費税法上、詐欺罪の適用を排除

する規定ぶりとはなっておらず、通常の類型

の脱税（消費税の不正受還付）について政策

的に詐欺罪の適用を排除したものと考えられ

ること。 

 また、詐欺罪においては、「10年以下の懲役

（刑法第246条）」との罰則に対して、消費税

受還付罪においては、「５年以下の懲役若しく

は５百万円以下の罰金（同法第64条第１項本

文）」と詐欺罪に比して量刑の軽い罰則となっ

ているが、わざわざ消費税法に特別規定を設

けて詐欺罪より軽い法定刑を規定したのは、 

① 消費税の還付申告は大量反復的に生じ得

るものであるが、納税申告を通じて行われる

犯罪であり、一般の国民ではなくもっぱら専

門性を兼ね備えた行政機関である税務執行機

関に対してなされるものであること、 

② 不正な受還付による国家に対する損害に

ついては罰則のみならず重加算税等の行政罰

等の措置も予定されていること、 

③ 国家権力の発動により原状回復も比較的

容易であること（国税徴収法に基づく滞納処

分により徴収することができること）、 

等を背景としたものであると考えられている。 

 なお、最近、消費税法違反による告発件数

は増加しており6、また、輸出免税制度等を悪

用した消費税受還付犯も散見されているとこ

ろである。申告納税制度の根幹を揺るがせか

ねない危険性があることから、消費税受還付

罪等の法定刑の上限が現行水準で妥当かどう

かは、別途検討する必要があるだろう。 

２．消費税受還付罪の適用対象 

⑴ 消費税法第64条第１項第２号で規定され

た構成要件 

 一般に犯罪とは、構成要件に該当する違法

で有責の行為をいう。ここで違法とは行為が

法の見地から見て許されないという性質をい

い、有責とは当該行為について行為者が非難

に値することをいう。 

 消費税受還付罪とは、「納税義務者が偽りそ
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の他不正の行為により租税の還付を受けたこ

とを構成要件とする犯罪」であるが7、その構

成要件は、①主体、②不正の行為、③結果の

発生（既遂）、④因果関係及び⑤故意（犯意）

の各要素から成り立っている。同法第64条第

１項第２号に則して見ると構成要件は以下の

とおりとなる。 

 

【主体】 

 消費税法第52条（仕入れに係る消費税額の

控除不足額の還付）第１項又は第53条（中間

納付額の控除不足額の還付）第１項若しくは

第２項の規定による還付を受けた者であるこ

と。 

【不正の行為】 

 偽りその他不正の行為により（第52条（仕

入れに係る消費税額の控除不足額の還付）第

１項又は第53条（中間納付額の控除不足額の

還付）第１項若しくは第２項の規定による）

還付を受けること。 

【結果の発生（既遂）】 

 還付を受けたこと（還付金を受領した時点

で既遂となる。）。 

【因果関係】 

 不正の行為と結果の発生（受還付）との間

に因果関係があること。 

【故意（犯意）】 

 納税義務、偽りその他不正の行為及び租税

を免れること（ほ脱の結果）を認識している

こと8。 

 

 不正の行為、結果の発生、因果関係及び故

意（犯意）については、罰則適用に当たって

の重要な要件であり論点でもあるが、消費税

受還付罪に該当するかは、上記の主体に該当

するかがまずは分岐点となろう。いうまでも

なく主体に該当しないのであれば、消費税受

還付罪の適用は排除されるからである。そこ

で以下、主体の観点から議論を進めていく。 

⑵ 前提となる確定申告書の効力 

 還付金とは、「適法に納付または徴収が行わ

れたが、後に租税法の計算規定の適用によっ

て、国が保有する正当な理由がなくなったた

め、納税者に還付されるべき税額」をいう9。

すべての申告納税方式の国税に係る還付金に

ついては還付請求申告書等によって生じるこ

ととなるものであり、消費税についても還付

金を請求する権利は確定申告書の提出と同時

に成立するものであることから（同法第52条

第１項）、正当な還付請求申告書つまり確定申

告書の提出が請求権発生の前提となる。 

 同法第52条第１項において、「第45条（課税

資産の譲渡等についての確定申告）第１項又

は第46条（還付を受けるための申告）第１項

の規定による申告書の提出があつた場合にお

いて､これらの申告書に第45条第１項第５号

に掲げる不足額の記載があるときは、税務署

長は、これらの申告書を提出した者に対し、

当該不足額に相当する消費税を還付する。」と

規定している。 

 また、同法第53条第１項では、「中間申告書

を提出した者からその中間申告書に係る課税

期間の第45条第１項又は第46条第１項の規定

による申告書の提出があつた場合において、

これらの申告書に第45条第１項第７号に掲げ

る不足額の記載があるときは、税務署長は、

これらの申告書を提出した者に対し、当該不

足額に相当する中間納付額を還付する。」とし、

同条第２項では、「税務署長は、前項の規定に

よる還付金の還付をする場合において、同項

の中間申告書に係る中間納付額について納付

された延滞税があるときは、その額のうち、

同項の規定により還付される中間納付額に対

応するものとして政令で定めるところにより

計算した金額を併せて還付する。」と規定して

いる。 

 したがって、消費税受還付罪の【主体】た

る者である「第52条第１項又は第53条第１項

若しくは第２項の規定による還付を受けた
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者」とは、「第45条第１項又は第46条第１項の

規定による申告書」を適法に提出できる者で

あると解して差し支えないと考えられる。 

 それでは、ここでいう「第45条第１項又は

第46条第１項の規定による申告書」を適法に

提出できる者とは、どのように整理され得る

のか。 

 

イ 「事業者」から見た切り分け 

 同法第45条（課税資産の譲渡等についての

確定申告）、第46条（還付を受けるための申告）

の主語は、「事業者」と規定されている（第45

条では、「事業者は、（中略）申告書を税務署

長に提出しなければならない。」とし、第46

条では、「事業者は、（中略）申告書を税務署

長に提出することができる。」としている。）。

消費税法上、事業者とは「個人事業者及び法

人をいう。」（同法第２条第１項第４号）と規

定され、個人事業者とは「事業を行う個人を

いう。」（同項第３号）と規定されている。 

 文字通り解すると、同法第45条第１項又は

第46条第１項により還付申告を適法になし得

る者は事業者に限られ、少なくとも全く事業

を営んでいない個人が、事業者と偽り還付申

告を行い、還付金を詐取した場合には、申告

書を適法に提出できる者に当たらず、消費税

法の埒外となり、詐欺罪が成立するとも解し

得る（事業を全く行っていない個人は事業者

ではないことから、同法第５条第１項により

「納税義務者」ではないこととなる。）。そう

だとすれば、このような場合では更正処分を

行うことができず、詐欺罪で告発することと

なるとも考えられるが、この種の不正な申告

が頻繁に行われ得ること、当該個人が自らの

意思で申告行為に及ぶなど事業者としての外

観を自ら形成していること等を考慮すると、

申告に錯誤はなく、当該申告書は有効である

と考えられることから、この種の申告の瑕疵

は、更正処分により是正させることが効率的

でもあり適切であろう。このように考えると

「事業を行っていない個人」が行う不正受還

付は形式的に詐欺罪の対象とするとの整理は

妥当な結論とは言い難い（この点については

「ハ 平成16年９月29日大阪高裁判決」で検

討する。）。 

 一方、法人の場合は単に「法人」としか規

定されておらず現に事業を行っているか否か

は問われないことから、法人が不正行為によ

り還付金を詐取した場合は、消費税受還付罪

が成立することとなるが、実在しない法人が

還付金を詐取した場合はどうか。後述するよ

うに第三者名義、架空名義による申告により

還付金を詐取したケースと同様と評価できる

場合には、申告書そのものが無効と解され、

詐欺罪が成立するとも考えられる。法人の存

在、不存在が両罪を切り分けるポイントとな

るが、法人の代表者が実在する、設立登記も

適法に行われているなどの場合には、当該法

人が実在するとの外観が形成されており、無

効な申告書とは言いがたい。また、納税者か

らの法人格否認の主張を安易に認めてよいの

かという観点からの検討も必要であろう。 

 個人であろうと法人であろうと事業を行っ

ているか否かにかかわらず、当該事業者が自

らの意思で申告行為に及び、各種申請書、届

出書等を提出するなど事業者としての外観を

積極的に形成していることを考慮すると、申

告に関して錯誤がないにもかかわらず納税者

からの無効の主張を安易に認めることとなる

と、結果的に更正処分を行うこともできず、

問題が多いと考えられることから、形式的に

「事業者」に着目した判断は適切とは言えな

いだろう。以下に述べるように、申告書の効

力の観点から検討していくべきものと考える。 

 

ロ 申告書の効力から見た切り分け 

 国税通則法第24条で「税務署長は、納税申

告書の提出があつた場合において、その納税

申告書に記載された課税標準等又は税額等の

計算が国税に関する法律の規定に従つていな
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かつたとき、その他当該課税標準等又は税額

等がその調査したところと異なるときは、そ

の調査により、当該申告書に係る課税標準等

又は税額等を更正する。」と規定しているが、

無効な納税申告書は国税通則法24条でいう

「納税申告書」に該当せず、更正権限を行使

することはできない。 

 したがって、請求権が発生していないこと、

例えば請求権発生の基礎となる事由を欠く場

合など当該申告書が無効であった場合には、

還付金として還付されているとすれば、国税

債権と異なり、国は民事上の請求権を取得す

ることとなる10。この場合、消費税受還付罪

の適用は排除され、当該行為は刑法上の詐欺

罪に該当することとなる。 

 このように申告書が無効と判断される場合

は詐欺罪が成立する。無効な申告書を前提と

して更正・決定処分を行うことはできない。

要すれば更正等処分たる租税確定処分に瑕疵

があり無効と解せられるケースでは、当該租

税確定処分に手続上の瑕疵がある場合を除け

ば、前提となる申告書が無効であることとな

り、このようなカテゴリーでは消費税受還付

罪の適用が排除されるとも整理することがで

きる。 

 

 租税確定処分が争われた事例で申告書の効

力について言及のある主な判例としては、以

下のものがある。 

○ 第三者名義での申告は、外観上一見して

納税義務者本人の通称ないし別名と判断でき

るような場合でない限り、納税義務の確定と

いう公法上の効果は生じない（最判昭46.

３.30）11 

○ 錯誤が客観的に明白かつ重大であって、

税法の定めた方法以外にその是正を許さない

ならば、納税義務者の利益を著しく害すると

認められる特段の事情がある場合でなければ、

記載内容の錯誤を主張することは、許されな

い（最判昭39.10.22）12 

○ 徴税行政の安定とその円滑な運営の要請

を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過によ

る不可争的効果の発生を理由として被課税者

に処分による不利益を甘受させることが、著

しく不当と認められるような例外的な事情の

ある場合には、過誤による瑕疵は、当該処分

を当然無効ならしめる（最判昭48.４.26）13 

 

 行政処分の無効、取消の区分については、

従来、瑕疵が重大な法規違反であり、かつそ

の存在が客観的に明白である場合に無効とな

り、それ以外は取り消し得べきとしているが
14、「租税確定処分は第三者の利害に影響する

ところが少なく、したがってそれを信頼する

第三者の保護を考慮する必要性が少ないこと、

および租税実体法上理由のない利得の保有を

国および地方団体に認めることは正義・公平

の観点から見て適切でないこと」から、「租税

確定処分は、課税要件に関する重大な瑕疵が

あれば、その瑕疵が明白でなくても無効と解

するべき」15とされている。原則として重大

な法規違反があった場合には無効と解すると

しても、修正申告や更正の請求といった是正

の手段がある上、「処分があった以上できるだ

け出訴期間内に取消訴訟を提起すべきである、

ということであると、重大以外にも、ケース

に即した利益衡量的要件の加重が考えられ

る」のであり、「その意味では、明白性の要件

は補充的加重要件の一つと考えるのが適切」

であろう16。 

 しからば、明白性についてはケースごとに

判断するとして、「課税要件に関する重大な瑕

疵」があるとは、どのような場合のことか。 

 課税要件とは、一般に租税法において定め

られている「納税義務の成立要件、すなわち、

それが充足されることによって納税義務の成

立という法律効果を生ずる法律要件」をいう
17。そして具体的には、①納税義務者（本来

の納税義務の主体、すなわち租税法律関係に

おいて租税債務を負担する者）、②課税物件
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（課税の対象とされる物・行為または事実の

ことで、納税義務が成立するための物的基礎

をなす。消費税法では課税の対象と呼ばれて

いる。）、③課税物件の帰属（納税義務は課税

物件がある者に帰属することによって成立し、

課税物件の帰属した者が納税義務者となる。）、

④課税標準（課税物件たる物、行為、事実を

金額、価額、数量等で表したもの）、⑤税率（課

税標準に対して適用される比率）の５つとさ

れている。 

 

ハ 平成16年９月29日大阪高裁判決 

 課税要件に関する重大な瑕疵を考えるに当

たっては、事業を行っていない個人が課税事

業者を装って確定申告書を提出し不正還付を

受けた事案に関する平成16年９月29日の大阪

高裁判決が整理の手がかりとなるだろう18。 

 本件は、①事業を行っていない者が、還付

申告の基礎となった輸出取引を行ったもので

はないにもかかわらず確定申告書を提出した

場合、当該申告者に対する更正処分は適法か、

また、②当該不正行為に対して重加算税の賦

課が行い得るか、が争点となったものである。 

 判決では、①について、自己が営業を営ん

だ事実がなかったにもかかわらず、「個人事業

の開廃業等の届出書」を作成、提出し、自己

が個人事業者であるかのように装ったこと、

「消費税課税事業者選択届出書」等を自ら押

印し提出したこと、還付金振込口座として自

己名義の普通預金口座を開設したこと、申告

書等の内容を了知した上、これらに押印し税

務署に提出したこと、など一連の行為が自ら

の意思で行われたものとの事実認定を踏まえ、

更に本件申告に係る輸出取引が他社に帰属す

ると認めたうえで、「本件輸出取引は、被控訴

人（当該申告書を提出した者のこと（著者注））

によるものではないのに、被控訴人が自己の

意思に基づき、本件還付申告をしたと認めら

れるから、本件更正処分は適法であるという

ものである」と判示している。 

 また、②について、「申告納税方式の場合、

一旦私人が自ら納税義務を負担するとして納

税申告をしたならば、実体上の課税要件の充

足を必要的な前提条件とすることなく、同申

告行為に租税債権関係に関する形成的効力が

与えられ、税額の確定された具体的納税義務

が成立すると解するべきであるから、納税申

告行為が無効ではなく、有効に成立している

以上、結果的に実体上の課税要件事実が発生

しなかったというだけで、形成された納税義

務者としての地位が否定されるものではない

と解される」と判示し、重加算税等の賦課要

件は充足していると判断している。 

 以下、本判決文を本稿の問題意識に即して

整理する。 

① 申告納税方式の場合、一旦私人が自ら納

税義務を負担するとして納税申告をしたなら

ば、実体上の課税要件の充足を必要的な前提

条件とすることなく、同申告行為に租税債権

関係に関する形成的効力が与えられ、税額の

確定された具体的納税義務が成立する。納税

申告行為が有効に成立している以上、結果的

に実体上の課税要件事実が発生しなかったと

いうだけで、形成された納税義務者としての

地位が否定されるものではない。 

② 当該個人（本件の被控訴人のこと）は、

本来消費税が免除されている小規模事業者で

あるが、自ら消費税課税事業者選択届出書を

提出したことによって、消費税の納税義務者

となったものであり、課税要件を満たす国内

取引があれば、現実に納付すべき消費税額が

発生する可能性がある反面、輸出等を行った

場合は、国内での仕入れに係る消費税額が免

除され、免除された消費税額の還付を受ける

ことができる地位を得た。 

③ 当該個人は、この地位を前提として控除

不足還付税額の還付を求めたものであるが、

本件輸出取引は当該個人によるものではない

のに、当該個人が自己の意思に基づき、本件

還付申告をしたと認められるから、本件還付
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申告は有効である。また、これに対する本件

更正処分も適法である。 

④ 本件還付申告の時点で、本件輸出取引に

ついて実体上の課税要件事実が発生していな

くても（本件還付申告の時点においては、本

件課税期間の消費税の課税要件を充足する者

（納税義務者）でなくとも）、還付申告により、

観念的・抽象的には、課税標準額に対する消

費税額（０円）、控除対象仕入税額及び控除不

足還付税額（218万5888円）の納税義務が成立

する。 

⑤ 還付金とは、その実質は不当利得である

が、国税の性質を有するものである。 

⑥ 当該個人は、本件還付申告の時点では、

具体的な納税義務はないものの、還付金の額

を確定する前提としての観念的・抽象的な納

税義務はあり、これが本件更正処分により還

付金が減少されたことにより、納税義務が具

体化したものというべきであるから、申告時

点においても当該個人は納税義務を負ってい

る、すなわち「納税者」であると解して差し

支えない。 

⑦ 当該個人により本件還付申告書が提出さ

れたこと、同申告書に係る課税標準等又は税

額等について本件更正処分がされ、これによ

り納付すべきこととなる税額があること、当

該個人は納税者であること、隠ぺい、仮装行

為があると認められることから、重加算税の

賦課要件を充足している。 

 

 本判例を先に述べた課税要件である①納税

義務者、②課税物件、③課税物件の帰属、④

課税標準、⑤税率に照らすと、還付申告の時

点では課税要件事実が発生しておらず（上記

要旨④）、少なくとも課税要件の①②③に疑義

があり、一見すると無効な申告書であるとも

解し得る（なお、本判決においては無効な申

告書とは何か判示していない。）。また、個人

事業者とは「事業を行う個人」（同法第２条第

１項第３号）であるとの規定を文字通り解す

ると、本判決と矛盾するとも見える。 

 この点については本判決文に直接の言及は

ないが、次のとおり整理しているものと考え

る。 

 まず、第一に当該個人が自らの意思で、消

費税課税事業者選択届出書や本件還付申告書

を、内容を了知の上、提出している点である。

自らの意思により課税事業者としての外観を

積極的に整えている以上、錯誤の余地はない。

申告者が申告書提出の主体であり、かつ、自

らの意思に基づくものであることが明らかで

ある場合は、有効な申告書と判断されること

となるだろう。 

 第二に「申告行為に租税債権関係に関する

形成的効力が与えられる」と示している点で

ある。その結果、「形成された納税義務者とし

ての地位が否定されるものではない」ことと

なるが、仮に本件のような事例に対して更正

処分や重加算税の賦課決定を行い得ないとす

ると「租税債権を可及的速やかに確定せしむ

べき国家財政上の要請に応ずる」19ことが困

難となることが指摘されよう。更に、「本件の

ような不正還付申告は、消費税、所得税等に

おいて頻発し得ることであるから、それらに

対して全て刑事手続によって処理することを

法が予定したとも考えられないし、また、そ

のように処理することは非現実的でもある」
20。 

 私人の公法行為である納税申告の行為に対

しては私法上の錯誤の適用について原則とし

て「否定」、例外として特段の事情のある場合

に「肯定」という判例の立場を鑑みると21、

この種の還付申告が大量反復的に生じる中に

あっては、明白性についてはケースごとに判

断するとしても、重大な瑕疵がある場合を除

き、当該申告は有効であり、納税申告の「形

成的効力」を前提として更正処分あるいは消

費税受還付罪の告発などの事後の判断を行う

ことは実務的に見ても妥当な結論と考えられ

る。 
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 このように本判決によれば、「消費税の課税

要件を満たさない者が、課税事業者を選択し

て、虚偽の還付申告をし、還付金を受領した

場合には、その者は租税債務関係の当事者と

しての納税義務者に当たる」22と解すること

となり、このような場合には消費税受還付罪

が成立することとなるだろう。 

 なお、本判決の事例では、問題となった輸

出取引が当該個人によるものではなく、当該

個人が勤務していた法人によるもの（訴外法

人に帰属するもの）であった。架空取引では

なく実際に行われた輸出取引であったことか

ら、当該個人と当該法人との関係上、当該個

人が外観上、全く事業を行っていないとも言

い切れない。問題となった輸出取引が全くの

架空取引であった場合には少なくとも事業実

体はないと認められるが、消費税法上、有効

な申告か否かは、当該個人が事業者としての

外観をどの程度積極的に整えているかにより

決せられることとなるだろう。 

３．消費税受還付罪適用にあたっての事実認

定の視座 

 私人が自ら納税義務を負担するとして納税

申告をしているかの見極めにあたっての事実

認定の視座は何か。これまでの検討にあるよ

うに、消費税受還付罪の主体たり得るか、つ

まり申告書が有効かの事実認定を経ることで、

消費税受還付罪と詐欺罪との区分を行うこと

となる。この場合、以下で述べるように申告

書の形式的要件の具備、法的実体、経済的実

体の３つの観点から事実認定を行い、それぞ

れのカテゴリーを総合勘案することにより評

価することになるだろう。 

 

⑴ 確定申告書の形式的要件が具備している

か 

 消費税法上、還付を受けるためには、「還付

を受けるための申告書」が、同法第45条第１

項、第46条第１項で規定されている課税標準

である金額の合計額、課税標準額に対する消

費税額、控除不足額、納税者名（法人の場合

は登記された法人の名称）、納税地、課税期間

といった形式上の要件を具備している必要が

ある。このような形式的要件を具備していな

い場合には、無効の申告と判断せざるを得な

いだろう。 

 

⑵ 納税者は実在する者か 

イ 第三者名義等の申告 

 第三者あるいは架空名義による申告により

還付を受けた場合には、外観上一見して納税

義務者本人の通称ないし別名と判断できるよ

うな場合でない限り、申告書そのものが無効

と解することができ、詐欺罪が成立すると考

えて問題はないであろう23。 

 

ロ 個人の場合 

 個人については、消費税法上、事業を行う

限り事業者となるものであり、形式的には非

事業者が事業者を装い不正に還付を受けた場

合には詐欺罪が成立するとも考えられる。消

費税課税事業者選択届出書を提出していたと

しても一義的には課税事業者か免税事業者か

を示すものであり、事業を行っているか否か

を決するものではない。 

 しかしながら、当該個人が自己の名義で虚

偽の申告を行い、自ら事業者としての外観を

積極的に形成している場合は、事業者でない

個人の行った還付申告であっても無効とは言

い切れない。なぜならば、自ら納税義務がな

いことを知りつつ申告したのであれば錯誤が

生じる余地はないし、また、先に引用した平

成16年９月29日大阪高裁判決にあるように

「一旦私人が自ら納税義務を負担するとして

納税申告をしたならば、実体上の課税要件の

充足を必要的な前提条件とすることなく、申

告行為に租税債権関係に関する形成的効力が

与えられ、税額の確定された具体的納税義務

が成立する」からである。この種の還付申告
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が大量反復的に生じる中にあっては重大な瑕

疵（もしくは重大かつ明白な瑕疵）がある場

合を除き、税務執行機関も納税申告の「形成

的効力」にまずは拘束されることとなるもの

であり、このような場合には消費税受還付罪

が成立すると考えられる。 

 

ハ 法人の場合 

 法人は事業者であり、原則として消費税受

還付罪が成立するが、例えばペーパーカンパ

ニーのように一応の法的実体を具備した法人

が還付申告を行ったなど、法人の実体に疑義

があるケースではどうか。 

 当該法人が適法に設立、登記されているが、

法人に物理的な実体がない場合などが典型例

であろう。①所在地に法人が存在しない、②

従業員がいない、③出資事実が確認できない、

といった事実が明白であれば、物理的な実体

はないと判断できる24。 

 しかしながら、法人の代表者が実在する、

設立登記も疑義があるにせよ適法に行われて

いるなどの場合には、当該法人が実在すると

の外観が形成されているとも認められ、また、

「会社という法的形態を利用した者は、たと

えこの形態をある経済目的達成のための手段

としたにすぎないとしても、この形態の背後

に存する経済的実体を強調して、会社という

法的形態に基づいて生ずる法律上の責任を免

れることは許されない」25と考えるべきであ

る。法的実体のみを具備した法人が行った不

正受還付であっても、事実認定いかんではあ

るが、原則として消費税受還付罪が成立する

と解すべきであろう26。 

 

⑶ 経済実体があるか（実質経営者が存在す

る場合） 

 法人の代表者も架空であり物理的な実体の

ない法人であるとしても、実質経営者が存在

するなど当該法人に経済的実体がある場合は

どうか。ペーパーカンパニーであったとして

も、また、法人設立の手続きの過程で不自然

さがあったとしても、経済的な実体がある法

人が提出する確定申告書は一義的には正当な

ものと考えるべきであろう。 

 事実認定の視座としては、①実質経営者が

存在し、当該実質経営者が、②法人の設立登

記を行っている、③当該法人の連絡先である、

④還付金受領の口座を開設している、⑤当該

還付金を自らの銀行口座に移し変える等の管

理を行っているなどの事実が判明し、更に⑥

当該実質経営者が確定申告書を作成し、同法

第45条第１項、第46条第１項に規定された課

税標準である金額の合計額など形式上の要件

を具備している場合には、実質経営者の下で

経済活動を行っていると解して差し支えない

であろう。 

 このような場合は、第三者が当該法人の意

思にかかわらず勝手に確定申告書を提出した

ケースとは異なり、無効な申告とは言いがた

い。ペーパーカンパニーであったとしても適

法な法的人格を備えた法人が、実質経営者の

支配の下で経済実体的に見ても稼働し、実質

経営者が消費税の還付申告に関与していると

判断できる状況では、基本的には消費税受還

付罪が成立すると考えるべきであろう27。そ

して、極めて例外的な状況、例えば、①消費

税を詐取する目的だけで法人を設立したこと、

②還付金詐取の基礎となる仕入税額控除の対

象となる架空取引が単発で行われていること、

等の事実を総合し、法人の実体が明白に不存

在であり消費税受還付罪が全く成立する余地

のないと判断できた場合を除き、国税当局と

しては消費税受還付罪で告発せざるを得ない

のではないかと考える。 

 しかも、繰り返しになるが、この種の不正

還付申告は大量反復的に発生し得るものであ

り、税務執行機関において悪質性を判断の上、

行政罰（重加算税等）と刑事罰（消費税受還

付罪）の適用を区分していくことは現実的で

あり、効率的でもあると言える。上述したよ
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うに原則としては消費税受還付罪が成立する

と考える方が、同罪を設置した趣旨に合致す

るとも言えよう。 

 新聞報道によれば、拙稿冒頭の事件につい

て、青森地裁判決は「ペーパー会社５社を使

い」としており、法人自体の存在に疑問を呈

している。この背景には、「架空の合名会社の

決算報告書を粉飾して、銀行から事業資金の

融資を受けようとした」事実があること、ま

た、粉飾の過程で生じる消費税及び地方消費

税の控除不足額相当の金員も手に入れようと

予め考え、その手段のひとつとして架空の合

名会社の設立手続を行ったと評価し得ること

から、当該合名会社設立そのものが還付金を

詐取するための手段であり、その事実も明白

と認定しているものと考えられる28。したが

って、一応の法的実体はあるものの不存在と

同等であり、また、稼働している状況には程

遠く、経済的な実体は全くないことから、詐

欺罪が適用されたものであろう。先に述べた

ように法人について消費税受還付罪の適用が

排除される例外的な事実関係であったと考え

られる。 

４．おわりに 

 以上の検討から、消費税受還付罪と詐欺罪

との関係については、以下のとおり整理され

よう。 

 まず、「錯誤が客観的に明白かつ重大であっ

て、税法の定めた方法以外にその是正を許さ

ないならば、納税義務者の利益を著しく害す

ると認められる特段の事情がある場合」29は

無効な申告書であり、詐欺罪が成立する。 

 「外観上一見して納税義務者本人の通称な

いし別名と判断できるような場合」30を除き、

第三者名義や架空名義による申告書は無効で

あり詐欺罪を構成するが、事業を行っていな

い個人が行った申告であっても納税義務者、

事業者であるとの外観を整えている場合には

有効な申告書と推認され、一義的には消費税

受還付罪の範疇と解される。 

 また、法人が行う申告による不正受還付で

は、原則として消費税受還付罪が成立するが、

申告書として外観上、要件を充たしている場

合であっても、重大な瑕疵等により法人が実

在しないなどが明らかであり、法人の経済実

体もないと評価されるなどの場合には、例外

的に詐欺罪が適用になると解すべきであろう。 

                              
1 当該事件の事実関係については、次の新聞記事

に基づいている。 

 「青森地検や関係者などによると、容疑者は、

02年８月、青森市で合名会社を設立。ほかにも東

京都などに、計４社の合名会社を次々と立ち上げ

た。この５社が別の会社から屋外電光広告機を仕

入れたとする取引を偽装し、売上高が仕入れ額よ

り少なかったとして、同年（02年）12月3日から03

年１月６日にかけて、消費税額を架空計上した確

定申告書を青森税務署などに提出し、約1,060万円

の不正還付を受けた疑いが持たれている。」（平成

16年３月４日付け朝日新聞） 

 「架空仕入れに基づき不正に消費税などの還付

を受けたとして、青森地検は23日、容疑者を詐欺

罪で青森地裁に起訴した。」（平成16年３月24日付

け陸奥新聞） 

 「仕入れに掛かる消費税の控除額を架空計上し

た虚偽の確定申告で、約千万円の税還付を受けて

いたとして、詐欺の罪に問われた被告の判決公判

が30日、青森地裁であった。裁判官は、同被告に

懲役３年、施行猶予３年（求刑懲役３年）を言い

渡した。 

 判決によると、被告は2002年12月３日から03年1

月6日までの5回、屋外電光広告機を仕入れたよう

に装い、確定申告の際に、控除される消費税額

1,057万709円を青森税務署など5税務署に不正に

請求。02年12月20日から03年２月４日までの５回

に分けて、控除額分と同額をだまし取った。 

 裁判官は、『架空の合名会社の決算報告書を粉飾

して、銀行から融資を得ようとした犯行は計画的

かつ巧妙で悪質』と指摘したが、『1,180万円を被

害弁済し、反省の態度を示している』と情状酌量

の理由を述べた。」（平成16年５月１日付け東奥日

報） 

 「架空取引で消費税約1千万円の不正還付を受け

たとして、詐欺罪に問われた被告に対し青森地裁

は４月30日、懲役３年、施行猶予３年（求刑懲役

３年）を言い渡した。 

 被告は、02年12月から03年１月にかけて、青森

市内や東京都内などに設立したペーパー会社５社

を使い、屋外電光広告機を仕入れたとする取引を
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偽装し、消費税額の架空計上で約１千万円の不正

還付を受けたとして起訴されていた。」（平成16年

５月２日付け朝日新聞） 

 なお、新聞報道によると本件調査に当たり国税

当局は検察当局と合同で捜査を行っているとのこ

とである（平成16年３月４日付け朝日新聞等）。当

初、消費税受還付罪での立件を行ったものと見込

まれるが、合同捜査もしくは検察捜査の結果、詐

欺罪で起訴されることとなったものと思われる。

詐欺罪か消費税受還付罪かは、構成要件に類似が

見られることから、罰則の適用に当たっては事実

関係を慎重に検討する必要がある。 
2 最判昭51.４.１刑集30巻３号425頁。なお、本判

決には、「本来の国家的法益に向けられた詐欺的行

為は、詐欺罪の構成要件の予想する犯罪定型の範

囲に属しないものといわなければならない」との

団藤重光裁判官の反対意見が付されている。 
3 東京地裁昭61.３.19税資155号387頁。 
4 前田教授は、「脱税のように「詐欺罪の適用を排

除する趣旨の刑罰法規」が存在するから、詐欺罪

の適用が排除されるのである。脱税は部分的には

詐欺罪を構成するが、その定型的処理の必要性や

「行為者にとっての誘惑性」等を考慮して、通常

の類型の脱税につき政策的に詐欺罪の適用を排除

し、罰金を重視した刑を科することが明示されて

いる。逆に、このような規定が存在しない場合に

は、詐欺行為に基づく財物騙取がある限り、被害

者が国であっても詐欺罪は成立する。」としている。

（前田雅英『刑法各論講義（第３版）』244頁（東

京大学出版会、1999）。） 
5 大審院時代の判例であるが、旧関税定率法違反

事件について、「同条ハ何等原料品ノ輸入ナク従テ

輸入税ヲ納付シタルコトナキニ拘ハラス恰モ輸入

税ヲ納付シ輸入シタルモノノ如ク装ヒ因テ其払戻

名義ノ下ニ金円ヲ騙取シ又ハ騙取セムトシタル場

合ニ適用アルヘキモノニ非ス斯ノ如キ行為ハ純然

タル詐欺罪ヲ構成スヘク刑法ノ罰条ニ問擬セラル

ヘキモノトス」と判示し、「輸入税」を納付してい

ないものを納付したかのごとく装い、その払戻し

名目の下に金員を騙取する行為は詐欺罪を構成す

るとしている（大審院大２.５．27大審院刑事判決

録19の631頁。なお、下線は著者が付したものであ

る。）。 

 また、旧関税法違反事件について、「関税法第七

十五条ニハ単ニ「関税ノ逋脱ヲ図リ又ハ関税ヲ逋

脱シタル者ハ……」トアレトモ詐欺ノ手段ヲ以テ

関税ヲ逋脱シタルトキハ犯人カ其結果トシテ自己

ノ財産上ニ不法ノ利益ヲ得ルハ当然ノコトナレハ

法律カ斯ル場合ヲモ予想シ之ヲ包括シテ一罪ト為

シ同法条ヲ以テ処罰スルノ趣旨ナルコト毫モ疑ヲ

容ルヘカラス」と判示し、詐欺の手段をもって関

                                         
税をほ脱した場合にはほ脱犯が成立し、詐欺罪は

成立しないとしている（大審院大４.10.28大審院

刑事判決録21の1745頁。なお、下線は著者が付し

たものである。）。 
6 国税庁（平成19年６月）「平成18年度における査

察の概要」（国税庁ホームページ）によると消費税

法違反の告発件数は、15年度３件、16年度６件、

17年度10件、18年度23件となっている。 
7 金子宏『租税法（第11版）』839頁（弘文堂、2006）。 
8 大阪高裁平４.４.８税資212号2869頁（「ほ脱犯

が成立するためには、納税義務の認識、偽りその

他不正の行為の認識及び租税を免れること（ほ脱

の結果）の認識が必要であるが、不正行為の認識

は不正行為に当たる事実を認識すれば足りると解

すべき」と判示している。）。 
9 金子・前掲注⑺637頁。 
10 無効な還付請求申告書の提出により還付金が支

払われた場合、その還付金の取戻しは不法行為に

よる損害賠償金債権（民法第709条）として、「国

の債権の管理等に関する法律」に基づいて歳入金

として徴収することとなる。 
11 「私法関係と異なり、法的安定性、法律関係の

明確性の要請が強く支配する租税法のもとにおい

て、納税申告がこのように納税義務の確定という

公法上の効果の発生をきたす要式行為であること

に思いを致せば、納税義務者本人が第三者名義で

その納税申告をすることは、法の全く予定してい

ないところであり、これが外観上一見して納税義

務者本人の通称ないし別名と判断できるような場

合でない限り、納税義務者本人の納税申告として、

その納税義務の確定という公法上の効果は生じな

いものと解するのが相当であり、この納税義務の

確定なくして有効な納付をなし得ないことは、論

をまたないところである。」（最判昭46.３.30刑集

25巻２号359頁。）。 
12 「所得税法が右のごとく、申告納税制度を採用

し、確定申告書記載事項の過誤の是正につき特別

の規定を設けた所以は、所得税の課税標準等の決

定については最もその間の事情に通じている納税

義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の

是正は法律が特に認めた場合に限る建前とするこ

とが、租税債務を可及的速かに確定せしむべき国

家財政上の要請に応ずるものであり、納税義務者

に対しても過当な不利益を強いる虞れがないと認

めたからにほかならない。従って、確定申告書の

記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客

観的に明白且つ重大であって、前記所得税法の定

めた方法以外にその是正を許さないならば、納税

義務者の利益を著しく害すると認められる特段の

事情がある場合でなければ、所論のように法定の

方法によらないで記載内容の錯誤を主張すること
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は、許されないものといわなければならない。」（最

判昭39.10.22民集18巻８号1762頁。）。本判例につ

いて、可部恒雄「確定申告に関する錯誤の主張」

金子宏編『租税判例百選（第２版）』150頁以下（有

斐閣、1983）、藤浦照生「確定申告に関する錯誤の

主張」金子・水野・中里編『租税判例百選（第３

版）』150頁以下（有斐閣、1992）、伊藤剛志「確定

申告に関する錯誤の主張」水野・中里・佐藤・増

井編『租税判例百選（第４版）』194頁以下（有斐

閣、2005）を参照。 
13 「一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間

にのみ存するもので、処分の存在を信頼する第三

者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれ

ば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の

根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定と

その円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申

立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由と

して被課税者に右処分による不利益を甘受させる

ことが、著しく不当と認められるような例外的な

事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、

当該処分を当然無効ならしめるものと解するのが

相当である。」（最判昭48.４.26税資69号1377頁。）。

本判例について、塩野宏「帰属を誤った課税処分

の効力」金子・水野・中里編『租税判例百選（第

３版）』156頁以下（有斐閣、1992）、中川丈久「帰

属を誤った課税処分の効力」水野・中里・佐藤・

増井編『租税判例百選（第４版）』200頁以下（有

斐閣、2005）を参照。 

 なお、本判決について塩野教授は「最高裁判所

は、外観上一見明白説に基本的には立っているが、

必ずしもこれを機械的に適用しているわけではな

い」と指摘している（塩野宏『行政法Ⅰ（第三版）

行政法総論』143頁（有斐閣、2003））。 
14 田中二郎『新版行政法上巻（全訂第二版）』138

頁以下（弘文堂、1974）。 
15 金子・前掲注⑺639頁。 
16 塩野・前掲注⒀ 144頁。 
17 金子・前掲注⑺147頁以下。 
18 大阪高裁平16.９.29判例タイムズ1185号176頁

（なお、第１審京都地裁判決については平15.

７.10判例タイムズ1185号183頁参照。）。 

 第1審京都地裁判決については、品川芳宣「事業

者を装って消費税の不正還付申告をした場合の重

加算税の賦課要件」ＴＫＣ税研情報51頁以下（2004.

４）を参照。 

 控訴審大阪高裁判決については、花角和男・小

林幹雄「消費税の課税事業者を装って不正還付申

告をした場合の重加算税の賦課決定の是非につい

て」税大ジャーナル第１号99頁以下（2005.4）、卯

西将之「消費税の課税要件を満たさない者のした

還付申告と重加算税の賦課の可否」ＪＴＲＩ税研

                                         
22巻２号86頁以下（2006.９）を参照。 

 なお、第一審京都地裁判決では、更正処分の適

法性（争点①）は認めたものの、重加算税の賦課

（争点②）については、 

○ 「還付申告による還付金が更正によって減少

した場合には、確かに、申告者の納税義務が増加

したことが判明したことを原因として不当利得関

係の調整が生じるときがあるけれども、それだけ

ではなく、申告者の納税義務には無関係に不当利

得関係を調整しなければならないときもあるもの

というべきで、そのようなときにおいては、還付

金の減額部分に対応する申告者側の納税義務は、

そもそもあり得ないことになる。」 

○ 「申告者の納税義務には無関係に不当利得関

係を調整しなければならないときにおいては、還

付金の減額部分に対応する申告者側の納税義務は、

そもそもいかなる意味でもあり得ない。」 

○ 「少なくとも、（国税通則）法65条１項の「当

該納税者」には、このようなときの還付申告者は、

そもそも予定されていないと解釈せざるを得ない

し、それこそが法２条５号の定義規定の内容にも

沿うものというべきである。」 

○ 「本件更正処分がされたことによって、還付

金全額が減少することになるけれども、この減少

は、還付申告をした原告について消費税の納税義

務が発生したり、増加したことが判明したことに

よるものではないことは明らかであり、原告（当

該申告書を提出した者のこと）は、法65条１項の

当該納税者ではないことは明らかであり、そもそ

も、原告に対し、過少申告加算税を課することは

できないといわざるを得ない。」 

○ 「仮装行為や隠ぺい行為は、納税申告の前に

存在しなければならず」、「この「納税者」も、納

税申告の前にすでに納税者であった者を意味する

もので、そのような納税者がすでに抽象的には負

っている納税義務について、その課税標準等又は

税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を

隠ぺい又は仮装したことが要件とされているもの

と解さざるを得ない関係で、原告にこれを課する

ことはできないと解さざるを得ないことになる。」 

と判示し、重加算税賦課決定処分は過少申告加算

税部分も含めて違法であるとした。しかし、納税

申告書の提出によって確定された「還付金」につ

いては、京都地裁判決にいう「申告者の納税義務

には無関係に不当利得関係を調整しなければなら

ないとき」自体が予定されていないと考えるべき

であろう（前掲、花角・小林論文99頁）。 
19 最判昭39.10.22（前掲注⑿参照）。 
20 品川・前掲注 ⒅57頁。詐欺罪の場合は国税当局

に調査権限はなく、公務員としての告発を行うに

とどまるのに対して、消費税受還付罪の場合には
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国税犯則取締法に基づき調査を行った上で告発す

ることとなり、効率的であるとともに一罰百戒的

な波及効果も期待できる。また、そもそも質問検

査権の行使により行政罰を課すことができ、更に、

国税徴収法に基づく徴収処分を行うこともできる。 
21 新井隆一「錯誤による私人の公法行為」成田頼

明編『ジュリスト行政法の争点』62頁以下(有斐閣、

1980）を参照。 
22 金子・前掲注⑺148頁、559頁。 
23 第三者名義による申告書が無効であることにつ

いては、前掲注⑾の最判昭46.３.30を参照。 
24 会社法上、設立無効の訴えを提起するまでもな

く設立が無効と解される場合など誰でも何時でも

無効を主張しうる会社の不存在と評価される場合

が含まれるであろう。もっとも申告が無効かは消

費税の還付制度の趣旨を踏まえ、慎重に検討する

必要がある。 
25 一人会社の代表者が他人名義の店舗の利益をす

べて得ている場合で、それらすべての所得が当該一

人会社に帰属するか等が争われた法人税法違反事

件について東京地裁は、「いわゆる法人格否認の法

理は相手方の利益保護のために認められたもので

あるから、会社という法的形態を利用した者が、相

手方の損失においてこれを自己の利益に援用する

ことは信義則上許されないものというべきである。

したがって、会社という法的形態を利用した者は、

たとえこの形態をある経済目的達成のための手段

としたにすぎないとしても、この形態の背後に存す

る経済的実体を強調して、会社という法的形態に基

づいて生ずる法律上の責任を免れることは許され

ないものというべきであり、この理は徴税の場合に

おいても妥当するものというべきである。」と判示

している（東京地裁昭47.８.２税資68号1003頁。同

旨、東京地裁昭48.３.26税資72号411頁。）。法人と

いう法的形態が用いられている場合には、まずは実

体があるとの推定が働くと考えるべきであろう。 

 法人格否認について岩﨑教授は「法人であれば、

それだけで、直ちに法人税の納税義務が発生する

というものではない。法人税の申告をする前提と

しては、納税者は、法人の設立に伴い、所轄税務

署長に対し、法人設立届出書、青色申告の承認申

請書、給与支払事務所等の開設届出書、たな卸資

産・有価証券の評価方法の届出書および減価償却

資産の償却方法の届出書を提出することとされ、

反面、税務署長は、右届出書に記載された事項に

ついて拘束されることになる。つまり、法人税の

申告制度は、納税者と課税庁との間の信頼関係の

上に成り立っているといえよう。」と述べた上で、

「納税者が法人格否認の法理を無制限に援用すれ

ば、課税庁との関係における信義則違反の問題だ

けでなく、所得税・法人税に係る現行租税制度や

                                         
企業会計原則を根底から揺るがすような問題が生

ずるように思われる。それゆえ、納税者による同

法理の援用にはあまりに多くの問題が含まれてお

り、現時点では、これを消極に解さざるをえない」

と指摘されている（岩﨑政明『ハイポセティカル・

スタディ租税法（第２版）』50頁以下（弘文堂、

2007））。もっとも岩﨑教授は、租税処罰の場面で

は当局は十分調査を行う権限を有していることか

ら「納税者からの法人格否認の主張を認める余地

があると解される」とも述べられている。 
26 免税事業者や休業法人が行った不正受還付につ

いても消費税受還付罪が成立すると考えるべきで

ある。免税事業者が課税事業者と誤信して申告書

を提出し不正に消費税の還付を受けた場合につい

て消費税受還付罪の成立を認めた事例として東京

地裁平10.３.27税資刑90号3047頁（東京高裁平10.

９.28同3037頁は棄却）を参照。 

 ところで同法第46条第１項は、還付を受けるた

めの申告書を提出できる者は事業者と規定し、「第

９条第１項本文の規定により消費税を納める義務

が免除される事業者を除く。」としている。免税事

業者は還付申告をすることはできず、このような

申告は無効であり、消費税受還付罪は成立しない

とも見える。しかし、本規定は、免税事業者の申

告義務を免除したにすぎず、消費税受還付罪の主

体となることを免除したものとは考えられないだ

ろう。免税事業者＝詐欺罪、課税事業者＝消費税

受還付罪と考えるのは不合理であるし、免税事業

者が提出した還付申告書も「同法第46条第１項の

規定による申告書」であることにかわりはない。

更に免税事業者か否かは事業者自身が一番よく知

っているものであり、仮に免税事業者と誤信した

としても重大な錯誤とは言いがたい。やはり免税

事業者が不正な還付請求を行った場合には原則と

して消費税受還付罪が成立すると解し得る。 
27 実在しない者や名義貸しの者が代表者であって

も、調査により把握した事実から実質経営者が法

人の経営に従事していると認定できた場合には、

法令上法人のみなし役員（法人税法施行令第７条

第１項）に該当することから、当該申告書は有効

なものと解することができる。 
28 本件で還付金詐取の手段として用いられたのは

合名会社であった。合名会社は、２人以上の社員

になろうとする者が定款を作成し、設立登記をす

ると成立するものであり、また、社員は無限責任

を負うなど一般の法人とは異なる特徴を有するも

のである。株式会社等と比べると比較的容易に会

社の不存在が推認できるといった事情が加味され

たとも考えられる。 
29 最判昭39.10.22（前掲注⑿参照）。 
30 最判昭46.３.30（前掲注⑾参照）。 
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